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平成 25 年 2 月 18 日 
 

14 時 00 分 

件     名 

国道１６１号西大津バイパス 

車線切り替え工事を２月２５日から開始 

－下阪本ランプ～坂本北ＩＣ 約２４００ｍ－ 

  

概     要 

国道１６１号西大津バイパス４車線化工事に伴い、北向き

車線を新設車線に切り替えます。 

また、北向き車線・南向き車線の追い越し車線を規制して

工事を実施します。 

 

■ 規制期間 

  平成２５年２月２５日（月）１１時から６月下旬まで 
 
■ 規制区間 

  下阪本ランプ～坂本北ＩＣまで 

  （大津
お お つ

市穴太
あ の う

２丁目～大津
お お つ

市木
こ

の岡町
おかちょう

） 

 

※規制状況は、工事の進捗に伴い変わりますので、走行には

十分ご注意ください。 
 
※工事期間中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。 
 

  

取  扱  い － 

  

配布場所 滋賀県政記者クラブ 

  

問 合 せ 先 

近畿地方整備局 滋賀国道事務所 

    副 所 長                 中村
なかむら

 香澄
か ず み

    

工務課長                  岡本
おかもと

 衛
まもる

 

ＴＥＬ ０７７－５２３－１７４１（代表） 

国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  
  Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism 



車線切り替え工事のお知らせ 
国道１６１号西大津バイパス 

－下阪本ランプ～坂本北 IC 約２４００ｍ－ 

 

国道１６１号西大津バイパス４車線化工事に伴い、下阪本ランプから坂本北ＩＣにて北向き車線

を新設車線に切り替えます。南向き車線は、車線の切り替えを行いながら工事を実施します。 

随時車線規制も行っていますので通行には十分ご注意ください。現地の通行案内を確認し標識に

従って安全運転を心がけて下さい。 

ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 

■規制区間 

下阪本ランプから坂本北ＩＣまで 

■規制期間  

平成２５年２月２５日１１時から 

 平成２５年６月下旬まで 

■規制内容 

 ●北向き車線を新設車線に切り替えます。 

 ●北向き車線・南向き車線の追い越し車線

を規制し工事を実施します。 

 ●南向き車線は、工事の進捗に伴い規制を

解除します。 

■その他注意 

規制状況は、工事の進捗により変わり

ますので、走行には十分ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

西大津バイパス交通切り替え及び通行規制 

規
制
区
間


